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よ
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人
ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
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設
の
長
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び

保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
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身
体
障
害
者
支
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保
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定
の
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(
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年
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月
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日
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(

河
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砂
防
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…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
五
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
町
村
道
に
関
す
る
工
事
を
行
う
の
で
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令

(

平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号)

第
七
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
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る
。
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十
年
六
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二
十
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三
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公
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成
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年
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県
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開
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(

平
成
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一
年
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二
月
青
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県
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十
条
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
十
九
年
度
の
行
政
文
書
の
開
示
の
状
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を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。
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路
線
名

工

事

区

間

工
事
の
種
類

工
事
の

開
始
の
日

中
村
長
平
線

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
字
上
清
水

崎
一
一
六
の
五
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
字
上
清
水

崎
一
一
九
の
三
ま
で

改
築

(

道
路
改

良)

平
成

�	･

�･

�	

温
泉
線

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越
字
温
泉
沢
三
五
の

七

〃
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
行
政
文
書
の
開
示
請
求
の
状
況

注
１

(
)
内
の
数
値
は
､
前
年
度
末
に
検
討
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
､
い
ず

れ
も
外
数
で
あ
る
｡

２
不
開
示
の
計
43件
中
､
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と

す
る
も
の
は
40件
で
あ
る
｡

３
１
件
の
開
示
請
求
に
対
し
て
複
数
の
開
示
決
定
等
を
し
た
も
の
が
あ
る
た
め
､
件
数
と
処

理
の
状
況
の
合
計
と
は
一
致
し
な
い
｡

２
行
政
文
書
の
開
示
決
定
等
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
状
況

�
件
数
及
び
処
理
の
状
況

注
(
)
内
の
数
値
は
､
前
年
度
末
に
審
理
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
､
い
ず

れ
も
外
数
で
あ
る
｡

�
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日
か
ら
青
森
県
情
報
公
開
審
査
会
(以
下
｢審
査
会
｣
と
い
う
｡
)

に
諮
問
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
90日
を
超
え
た
事
案

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日
か
ら
審
査
会
に
諮
問
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
90日
を
超
え
た
事
案

は
､
な
か
っ
た
｡

�
審
査
会
か
ら
の
答
申
書
の
配
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
裁
決
又
は
決
定
を
行
っ
た
日
ま
で
の
期
間

が
60日
を
超
え
た
事
案

審
査
会
か
ら
の
答
申
書
の
配
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
裁
決
又
は
決
定
を
行
っ
た
日
ま
で
の
期
間

が
60日
を
超
え
た
事
案
は
､
な
か
っ
た
｡

平
成
十
九
年
度
の
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況
の
公
表

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例

(

平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

第
五
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
度
の
同
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
実
施
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項

�
開
示
請
求
の
件
数
及
び
開
示
等
の
処
理
の
状
況

イ
書
面
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
の
状
況

注
１
件
の
開
示
請
求
に
対
し
て
複
数
の
開
示
決
定
等
を
し
た
も
の
が
あ
る
た
め
､
件
数
と

処
理
の
状
況
の
合
計
と
は
一
致
し
な
い
｡

青 森 県 報平成20年６月27日 金曜日 第2951号 �

処
理

の
状

況
(件
)

実
施
機
関

件
数
開
示
一
部

開
示
不
開
示
却
下
取
下
げ
検
討
中

知
事

1,333
(

1)
1,117
(
1)

170
41

0
14

3

病
院
事
業
管
理
者

2
0

1
1

0
0

0

議
会

14
11

3
0

0
0

0

教
育
委
員
会

58
43

14
0

0
1

0

選
挙
管
理
委
員
会

25
8

16
0

0
0

1

警
察
本
部
長

23
9

13
1

0
1

0

計
1,455
(

1)
1,188
(
1)

217
43

0
16

4

処
理
の
状
況
(件
)

件
数

認
容
一
部

認
容
棄
却
却
下
取
下
げ
審
理
中

7
(

8)
0

(
1)

0
(
2)

2
(
4)

0
0

(
1)

5

処
理

の
状

況
(件
)

実
施
機
関
件

数
開
示

一
部
開
示

不
開
示

却
下

取
下
げ
検
討
中

知
事

28
22

4
0

0
1

1

教
育
委
員
会

9
7

0
0

0
0

2

人
事
委
員
会

1
1

0
0

0
0

0

警
察
本
部
長

4
0

4
0

1
0

0

計
42

30
8

0
1

1
3

� �
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ロ
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数

�
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
訂
正
等
の
処
理
の
状
況

訂
正
請
求
は
､
な
か
っ
た
｡

�
利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
利
用
停
止
等
の
処
理
の
状
況

利
用
停
止
請
求
は
､
な
か
っ
た
｡

�
開
示
決
定
等
､
訂
正
決
定
等
及
び
利
用
停
止
決
定
等
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
処
理
の
状

況

�
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
の
状
況

苦
情
の
申
出
は
､
な
か
っ
た
｡

２
事
業
者
が
行
う
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項

�
苦
情
の
申
出
及
び
相
談
の
件
数
並
び
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
処
理
の
状
況

�
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
の
件
数

事
業
者
に
対
す
る
勧
告
は
､
な
か
っ
た
｡

�
事
業
者
に
対
す
る
説
明
又
は
資
料
の
提
出
の
要
求
の
件
数

事
業
者
に
対
す
る
説
明
及
び
資
料
の
提
出
の
要
求
は
､
な
か
っ
た
｡

�
事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
等
の
公
表
の
件
数

事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
等
の
公
表
は
､
な
か
っ
た
｡

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
沖
澤
工
務
所

二

代
表
者
の
氏
名

沖
澤

宏
二

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
松
園
町
一
丁
目
一
二
の
一
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
一
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
、
左
官
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
板
金
、
ガ
ラ
ス
、
防
水
、
内
装
仕
上
、

熱
絶
縁
、
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�����	
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実
施
機
関
件

数

知
事

183

教
育
委
員
会

10,980

人
事
委
員
会

78

警
察
本
部
長

310

計
11,551

処
理
の
状
況
(件
)

区
分
件
数
認
容
一
部

認
容
棄
却
却
下
取
下
げ
審
理
中

開
示
決
定
等
に
係

る
も
の

1
0

0
0

0
1

0

訂
正
決
定
等
に
係

る
も
の

0
0

0
0

0
0

0

利
用
停
止
決
定
等

に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0

処
理
の
状
況
(件
)

件
数

処
理
済

検
討
中

49
49

0

� �
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一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
沖
澤
工
務
所

二

代
表
者
の
氏
名

沖
澤

宏
二

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
松
園
町
一
丁
目
一
二
の
一
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
八)

第
一
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

下
北
地
域
県
民
局
告
示
第
二
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
む
つ
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

下
北
地
域
県
民
局
長

原

口

健

二

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部
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位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

む
つ
市
金
曲
二
丁
目
一
二
四
の

四
及
び
一
六
五
の
三

九
四
・
八
八
メ
ー
ト

ル

六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��

･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

民
主
党
青
森
県
弘

前
市
支
部

山
内

崇

佐
藤

孝
治

弘
前
市
大
字
萱
町
三
九
の
一

平
成

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
南
部

町
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字

沖
田
面
字
上
村
一
四

三
戸
郡
南
部
町
大
字

玉
掛
字
下
村
中
一
六

代

表

者

馬
場

又
彦

佐
々
木

幹
夫

平
成

��･

�･

��

� �



� �

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号(

病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー

ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
年
六
月
二
十
七
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
の
表
中

｢

を

｣

青 森 県 報�����	
��� �� 第2951号�

代

表

者

福
士

悟

横
内

亮

自
由
民
主
党
青
森

県
石
油
販
売
業
支

部

会
計
責
任
者

大
坂

功

平
野

正
彦

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

言
い
た
い
事
が
言

え
る
政
党
―
公
平

プ
ロ
グ
ラ
ム
―

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
東
城
北

二
の
五
の
五
一

弘
前
市
大
字
新
鍛
冶

町
二
三

平
成

��

･

�･

��

松
相
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
宮
園
五

の
三
四
の
七

弘
前
市
大
字
品
川
町

三
六
の
二

��･

�･

��

青
森
県
石
油
政
治

連
盟

代

表

者

福
士

悟

横
内

亮

会
計
責
任
者

大
坂

功

平
野

正
彦

��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

舘
岡
一
郎
後
援
会

平
成
��･

�･

��

平
成
��･

�･

�

福
永
忠
雄
後
援
会

�	･

��･

��

��･

�･

	

松
橋
武
史
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

成
田
文
雄
を
応
援
す
る
会

�	･

��･

��

��･

�･

��

青
森
政
経
懇
話
会

��･

�･

�


��･

�･

�


届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

川
村

智

(

青
森
市
議
会
議

員)

青
森
政
経
懇
話
会

川
村

智

青
森
市
大
字
油
川
字
船
岡

四
五
の
一

平
成

��･

�･

�


� �

と
き
わ
会
病
院

藤
崎
町
国
民
健
康
保
険
藤
崎
病
院

〃

藤
崎
町
大
字
榊
字
亀
田
二
の
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
西
豊
田
一
丁
目
二



� �
｢

に
改
め
る
。

｣
二
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢
を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
中

｢

設
け
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
日
が｣

の
下
に

｢

引
き
続
き｣

を
加
え

る
。第

十
九
条
第
一
項
第
一
号
中

｢
(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

の
下
に

｢

及
び
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等｣

を
加
え
、｢

二
十
日
に
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
日
数

(

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
六
十
時
間
に
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
四
十
時
間

で
除
し
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
一
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て

得
た｣

を｢

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る｣

に
、｢

日
数)

)

。｣

を｢

日
数)

。｣

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ア

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員

(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の

う
ち
、
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で

あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

二
十
日
に
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の
一
週
間
の
勤

務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

イ

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員

(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

の
う
ち
、
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

百
六
十
時
間

に
第
二
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員

の
勤
務
時
間
を
四
十
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
一
日
当
た
り
の
勤

務
時
間
を
一
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て
得
た
日
数

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

掲
げ
る
日
数｣

の
下
に

｢
(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
日

数)
｣

を
加
え
、
同
項
第
三
号
中

｢

二
十
日
に
当
該
年
の
前
年
に
お
け
る
年
次
休
暇
に
相
当
す
る
休

暇
又
は
年
次
休
暇
の
残
日
数

(

当
該
日
数
が
二
十
日
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
日)

を
加
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と
き
わ
会
病
院

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
榊
字
亀
田
二
の
一

ゆ
う
ゆ
う
荘

〃

浪
岡
大
字
樽
沢
字
村
元
三
三
〇
の
七

こ
は
る

あ
お
も
り
泰
成
苑

ゆ
う
ゆ
う
荘

〃

大
字
四
ツ
石
字
里
見
七
六
の
一

〃

大
字
野
木
字
山
口
一
五
の
一
一

〃

浪
岡
大
字
樽
沢
字
村
元
三
三
〇
の
七

メ
ゾ
ン
花
月

〃

大
字
高
杉
字
五
反
田
二
三
一

サ
ン
タ
ハ
ウ
ス
迎
賓
館

メ
ゾ
ン
花
月

〃

大
字
大
川
字
中
桜
川
一
八
の
一
〇

〃

大
字
高
杉
字
五
反
田
二
三
一

ク
ロ
ー
バ
ー
ズ
・
ピ
ア
八
戸

｢

ひ

ま
わ
り
の
家｣

結
の
郷

〃

江
陽
二
丁
目
一
三
の
三
三

〃

南
郷
区
大
字
中
野
字
留
長
根
三

結
の
郷

〃

南
郷
区
大
字
中
野
字
留
長
根
三



� �

え
て
得
た
日
数
か
ら
、
職
員
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
使
用
し
た
年
次
休
暇
に
相
当
す
る
休

暇
又
は
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数

(

当
該｣

を

｢

次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
次
に
掲

げ
る
日
数

(

そ
の｣

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ア

当
該
年
の
初
日
に
職
員
と
な
っ
た
場
合

二
十
日
に
当
該
年
の
前
年
に
お
け
る
年
次
休
暇

に
相
当
す
る
休
暇
又
は
年
次
休
暇
の
残
日
数(

当
該
残
日
数
が
二
十
日
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十
日)

を
加
え
て
得
た
日
数

イ

当
該
年
の
初
日
後
に
職
員
と
な
っ
た
場
合

こ
の
号
の
ア
の
日
数
か
ら
職
員
と
な
っ
た
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
使
用
し
た
年
次
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
又
は
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ

て
得
た
日
数

第
十
九
条
第
二
項
中

｢

二
十
日｣
の
下
に

｢
(

前
項
第
一
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
っ
て

は
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
日
数)

を
超
え
な
い
範
囲
内
の
残
日
数｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

｢

再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

の
下
に

｢

及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等｣

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中

｢

第
一
項
に
規
定
す
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が

同
一
で
な
い
職
員｣

を

｢

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
年
次
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
間
数
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

八
時
間

二

第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
の
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等

次
に
掲
げ
る
規
定
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
時
間
数

ア

第
二
十
六
条
の
二
第
一
号

四
時
間

イ

第
二
十
六
条
の
二
第
二
号

五
時
間

ウ

第
二
十
六
条
の
二
第
三
号

八
時
間

三

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員

(

前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。)

勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間

の
時
間
数

(

一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間)

四

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員

一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間

第
二
十
一
条
第
二
項
中

｢

、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
一
号
の｣

を

｢

か
ら
第
十
五
号
ま
で
の｣

に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
第
一
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
の
休
暇
を
日
に
換
算

す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
間
数
を
も
っ

て
一
日
と
す
る
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

八
時
間

二

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員

勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数

(

八
時
間
を
超
え
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
八
時
間
と
し
、
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時

間)

三

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員

八
時
間

第
二
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

非
常
勤
職
員
等
の
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
時
間

外
勤
務
の
制
限
の
請
求
等
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
三
十
八
条
第
一
号
中

｢

、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で｣

を
削
り
、

｢

第
四
十
二
条｣

を

｢

第
四
十
条｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

、
第
七
条
か
ら
第
十
五

条
ま
で
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で｣

を
削
り
、

｢

第
四
十
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項｣

を

｢

第
四
十
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項｣

に
、｢

第
六
十
三
条
及
び｣

を

｢

第
六
十
三
条
並
び
に｣

に

改
め
る
。

別
表
第
三
中

｢

知
事｣

を

｢

管
理
者｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇

(

平
成
七
年
七
月
青
森
県
人
事
委
員

会
規
則
一
三
八)

の
適
用
を
受
け
る

職
員
の
例
に
よ
る
。

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇

(

平
成
七
年
七
月
青
森
県
人
事
委
員

会
規
則
一
三
―
八)

の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
例
に
よ
る
。

職
員
が
結
婚
す
る
場
合
に
与

え
ら
れ
る
休
暇

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

職
員
が
結
婚
す
る
場
合
に
与

え
ら
れ
る
休
暇

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

当
該
期
間
内
に
お
け
る
五
日
に
当
該
任

用
期
間
の
月
数
を
乗
じ
、
十
二
で
除
し

て
得
た
日
数

(

勤
務
時
間
が
正
職
員
の

例
に
よ
ら
な
い
職
員
に
あ
っ
て
は
、
四

十
時
間
に
当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り

の
勤
務
時
間

(
当
該
勤
務
時
間
に
一
時

間
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
時
間)

を
四

一
日
、
半

日
又
は
一

時
間

(

勤

務
時
間
が

正
職
員
の

例
に
よ
ら

な
い
職
員

に
あ
っ
て



� �

｣
｢

に
、

｣

正

誤

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
一
項
中

｢
(

以
下

｢

子
の

｣

看
護
休
暇｣

と
い
う
。)

｣

を
削
り
、
同
表
の
備
考
第
四
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

河

川

砂

防

課
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

十
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
時
間
数
に
当
該
任
用
期
間
の
月
数
を

乗
じ
、
十
二
で
除
し
て
得
た
時
間
数)

(
一
日
又
は
一
時
間
未
満
の
端
数
は
、

切
り
捨
て
る
。)

一
日
、
半

日
又
は
一

時
間

は
、
一
時

間)
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

当
該
期
間
内
に
お
け
る
五
日
に
当
該
任

用
期
間
の
月
数
を
乗
じ
、
十
二
で
除
し

て
得
た
日
数

(

一
日
未
満
の
端
数
は
、

切
り
捨
て
る
。)

一
日
、
半

日
又
は
一

時
間

第
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

平
成
��･

�･

��

第
二
四
九
一
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

告

示

区

分

第
五
二
三
号

番

号

�

ペ
ー
ジ

下 段

表

中
行

誤

正

左
岸

上
北
郡
東
北
町
字
家
ノ
前
二

番
地
二
地
先
の
一
ノ
渡
橋
下

流
端

右
岸

上
北
郡
野
辺
地
町
字
湯
沢
一

番
地
二
地
先
の
一
ノ
渡
橋
下

流
端

左
岸

上
北
郡
東
北
町
字
家
ノ
前
二

番
地
一
三
地
先
の
一
ノ
渡
橋

下
流
端

右
岸

上
北
郡
東
北
町
字
湯
沢
二
番

地
二
地
先
の
一
ノ
渡
橋
下
流

端

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


